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錄

社
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政

策
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鲁

記

事
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■

社
會
政
策
學
會
第
五
同
大
#.
'
は
去
月
二
十
四
B
午
前
九 

聛
中
央
大
學
大
講
堂
に
於
て
開
會
し
fc
6
金
井
傅
士
司
#
 

ず
べ
き
喾
な
ム
ノ
し
名
遲
刻
し
杧
る
を
以
て
稻
田
周
之
助
氏 

.

代
6

て
司
會
者
と
な
6

法
學
博
士
神
戸
正
雄
氏
金
井
博
士 

に
代
り
て
開
會
の
辭
を
述
ベ
次
で
本
日
討
議
の
問
題
な
る 

.
勞
働
保
險
に
關
す
る
報
告
に
移
6
先
づ
.第
一
に
.法
學
毒
士 

高
野
岩
三
郞
氏
登
煊
し
て
大
略
左
の
如
き
報
告
を
せ
ら
れ

f
c
A
V

■
 

r 

.
 

, 

•
 

r

'勞
働
保
險
を
論
ず
る
て
齊
人
は
免
、、つ
勞
働
保
險
の
意
#
«*
明
か
に 

せ
ざ
る
ベ
.P
ち
ず
發
働
保
險
と
は
單
?<
:
傷
#
等
に
對
す
る
保
險
の
み
な
ち
ず 

總
て
勞
働
者
の
就
業
胆
に
滎
働
巷
の
家
族
の
經
濟
的
存
在
に
昏
す
る
保
險
の 

總
稱
に
し
て
以
前
は
勞
働
と
云
へ
ば
工
業
勞
働
rd
限
5
れ
た
る
名
今
は
農
業： 

運
搬
業
箅
に
樅
填
す
る
勞
働
者
に
贫
適
用
せ
ち
る
、
の
み
な
ち
ず
下
汲
の
営I 

及
吏
に
被
應
讲
せ
ら
る
べ
き
，；

6

の
に
て
勞
働
保
m
と
云
ふ
ょ
リ
は
寧
ろ
.社
會
一 

保
險
と！ K

ふ
方
當
を
得
た
る
が
如
し
然
れ
ど
*
6今
0
に
於
て
0
最
S
重
要
な 

る
#
の
は
矢
張
リH

薬
勞
働
者
な
る
が
救
に
^
が
本
日
論
ず
る
所
S
主
と
し 

て
此
:x
業
#
働
者
の
保
險
に
為
り

」

五
四
.

抑
基
働
者
の
有
I

危
險
に〜

v

保
險
を
.要
す
る
名
の
は(

一)

傷
^
、

C

ニ〕

病
氣
、(

三
減
疾
、
S

)

老
衰
、(

五
}
死
.

i
r

 

(

六〕

失
職
I

s

を 

大
別
し
て
ニ
と
な
し 

一
R

一)

ょ
A

五)

迄
に
し
て
之
募
働
不
能
と
稍
し 

一
他
§

0

1

失
職
I

f

 

f

 

l救
方
法
と
し
て
馨
H

凑 

I.

れ
ど
此
方
法
は
到
底
1

.

1
厄
I

I

方
策
と
し
て
不
充
分
な
I

分 

一.
な
る
救
助
策
は
鞭
ち
保
險
な
る
お
保
險
に
三
種
冶
リ
一
は
相
互
的
、
ニ
は
昏 

.

業
的
、
三
は
®

_
し
<
は
他
の
公
共
随
體
の
經
螫
に
係
る
劣
の
蓄
芡
其 

|

方
針
に
ニ 

f

一
 

は
任
意
的
保
險
に
し
て
他
は
強
制
的
.保
險
f

而
し
て
张 

險
の
寒
礎
は
保
險
料
の
拂
込
に
^

9
て
保
險
料
の
拂
込
は
被
保
險
卷
の
芡
入 

■
の
不
|

ょ
る
こ
と
を
要
す
る
を
以
て
傷
#
保
險
の
場
合
は
勞
働
者
の
就
業
を 

\

前
提
と
$

故
|保
險
料
の
拂
込
に
差
亥
へ
を
生
ず
る
こ
と
な
し
然
れ
ど
努
他 

の
埸
合
卽
ち
病
氣
、
癒
疾
、
老
衰
等
の
保
臉
は
然
ち
ず 

今
保
險
の
手
段
に
關
す
る
各
國
の
傾
向
を
觀
察
す
る
に
相
互
保
廣
昀
亿
營 

業
保
險
等
な
去
に
あ
ち
ざ
れ
ど
國
家
强
制
保
險
は
截
8
流
行
せ
る
が
如
し
て 

募
働
者
の
權
利
S

加
し
た
る
結
架
4

做
し
得
f

强
制
的
保
險
を
採 

\

用
す
る
{?
至
リ
た
る
徑
路
は
國
に
依
リ
て
異
れ
9
例
へ
ば
獨
逸
が
國
家
强
制 

|
的
保
險
を
棟
用
す
る
亿
至
り
セ
る
近
因
は
普
侧
戰
爭
後
人
民
は
自
己
の
^
利 

:

を
自
覺
す
る
に
至
9
た
-る
を
以
て
社
#
黨
は
之
を
利
用
し
て
黨
勢
を
擴
張
'± 

し
に
.政
府
は
百
方
^
に
懸
追
を
加
へ
だ

る
名
何
等
の
功
を
奏
せ
ず
リ
し
亿
由 

リ
其
方
針
を一
變
し
人
民
の
^

^
を
取
ち
ん
が
爲
'、t
,ス
マ
ル
ク
は
千
八
百
八 

叶
三
年
に
疾
菊
保
'^
を
實
施
し
た
リ
當
時
ビ
ス
マ
ル
ク
は
之
を
以
て
社
會
黨

の

勢

力

を

殺

が

ん

と

訐

0

た

る

8
K -
後

社

會

黨

は

益

々

其

勢

カ

を

搰

加

し

杞 

れ
ば
ビ
プ
、
マ

ル

ク

の

政

策

は

失

敗

に

終

9

た

石

洛

の

と

謂

つ

べ

し

之

に

反

し 

て

英

國

は

十

八

世

中

蕖

以

後

漸

々

自

然

的

げ

發

達

L

來

9

た

る

發

S

#
の

自

. 

助

阶

相

疋

保

險

を

恶

礎

と

し

て

强

制

的

保

險

制

丨

度

を

施

け

る

*

の

に

し

て

獨 

逸

の

制

度

と

歸

す

る

所

は

1
な

る

8

苒

順

序

に

於

て

大

亿

異

れ

る

所
^

り
一

方 

ふ

迄

8

'^
<
英

國

の

制

度

は

自

然

發

.達

を

茌

礎

と

せ

る

を

以

て

獨

逸

の

制

度 

に

優

る
'名

の

な

9

余

は

自

助

的

保

險

を

以

て

最

M

と

な

し

强

制

的

保

險

を

以 

て

無

功

と

看

做

す

名

の

な

0

國

家

強

制

的

保

險

の

功

力

は

既

に

發

逵

せ

る

洛 

の

を

國

家

的

忙

な

す

爲

亿

用

ゆ

る

か

又

は

發

達

せ

し

む

.る

爲

に

用

ゆ 

る

扔

亿

务

る

g
國

家

的

發

働

保

險

は

勞

働

者

の

倚

賴

心

を

搰

加

せ

し

む

る

の 

.

傾
向
^

る

を

以

て

此
制
度

の

下

に

は

眞

の

國

家

の

發

達

を

期

し

難

し

.

.，へ
敗
喵
我
國
に
於
て
-洛
勞
働
保
險
亿
關
し
說
を
立
つ
卷
為
り
て
且
つ
又
小
範 

岡
时
に
■於
て
發
働
保
險
な
る
名
の
實
行
さ
れ
つ
.
ぁ
れ
ど
未
だ
我
_
の
勞
働 

者
に
は
何
等
の
自
助
に
對
す
る
自
覺
な
し
而
し
て
#
働
者
の
自
覺
的
自
助
を 

恶
礎
と
せ
ざ
る
發
働
保
險
は
失
敗
に
終
ち
ざ
る
を
得
ざ
る
を
以
て
佘
は
國
家 

的
强
制
保
險
に
對
し
て
は
倚
早
論
を
娼
ふ
る
8
の
な
W
'

■
次
に
第
二
の
報
告
者
と
しV

法
學
博
士
桑
田
熊
#|

氏
登 

M

し
て
左
の
如
き
報
告
を
せ
ら
れ
允
6
 

.

+ 第
ー
報
吿
者
の
高
野
氏
は
災
害
保
臉
亿
關
し
多
少
諛
解
し
居
ち
1

、
所

 ̂

る
が
如
七
氏
は
此
種
の
保
險
は
保
險
料
の
亥
拂
者
た
ふ
勞
働
港
の
就
業
を
前 

15
提
と
>

す
故
其
恶
礎
策
固
な
り
.と
云
は
れ
允
る
8
災
害
保
險
料
ば
エ
場
主
の

雜

錄
 

ノ

貿
擔
と
な
す
は
最
近
各
國
立
法
の
原
則
に
し
て
我
國
の
不
完
全
な
る
工
場
法 

す
ら
其
第
十
五
條
の
規
定
は
此
原
則
に
據
れ
.
y序
に
我
工
場
法
の
缺
點
を
擧 

6
れ
ば
十
?/
條
‘に
規
定
し
^
る
被
鹿
人
祖
辔
要
償
'0
程

度

を

限

定

，
せ

ざ

リ

し 

と
勞
颂
保
險
を
^

^
會
社
に
依
托
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
と(

傷
害
保
險
は
例 

外)

同
襄
虛
主
間
の
聯
合
保
險
を
規
定
せ
、ざ
0
し
と
に
5

9
 

.

|

發
慟
保
險
紐
織
の1

と
L
て
營
利
會
社
を
擧
6
る
者
^
ち
ん
$
營
業
保
險 

は
一
般
の
勞
働
保
險
亿
は
不
可
な
U
其
理
由
は
此
種
の
保
險
は
勞
ft
者
を
相 

手
と
す
る
名
の
な
る
を
以
て
事
業
の
甚
礎
頗
る
鞏
固
な
ち
ざ
る
ベ
か
ち
ず
低 

L
傷
#
保
礆
は
例
外
な
9
如
何
と
な
れ
ば
傷
害
保
險
料
は
II
主
の
負
擔
な
る 

を
以
て
偃
令
保
險
會
社
が
破
產
す
る
等
の
如
务
こ

I 
f
と
て
勞
働
卷
は
何 

等
褂
害
を
蒙
ち
ざ
る
べ
し
次
に
保
險
の
手
段
と
し
て
同
業
雇
主
間
の
聯
合
保 

險
を
用
ゆ
る
8
宜
し
然
a
ど
8
嚴
靈
な
ゐ
監
督
を
加
ふ
る
必
要
^
る
べ
1

X
 

官
業
保
險
は
理
想
的
な
る
S

K
發
達
遲
々
た
り
官
業
保
險
の
長
所
は
保
^
を 

を
年
金
と
し
て
亥
拂
ふ
場
合
に
螫
業
會
社
は
信
用
，

j

難
き
こ
と
あ
る
$
政
府 

は
年
金
の
亥
拂
を
托
す
る
亿
最
*
便
あ
リ
又
私
立
發
歡
保
險
の
苒
保
險
は
官 

業
と
せ
ざ
る
ベ
か
シ
ず
锻
働
者
救
濟
の
訐
迸
と
し
て
は
濟
生
會
の
設
立
.を
見 

る
0
其
資
金
不
足
せ
-6
を
以
て
其
救
濟
は
最
下
層
の
贫
民
の
救
助
に
あ
り
て 

.V

般
勞
俲
卷
の
疾
病
を
-救
濟
し
難
し

疾
病
保
險
は
镗
師
の
派
遺
其
他
繁
雜
な
る
手
數
を
要
す
る
を
以
て
民
瞥
官 

樂
共
に
不
可
な
9
之
に
は
勞
働
者
の
相
互
的
共
濟
組
合
を
以
て
最
茛
の
g

 

と
す
組
合
員
は
自
然
相
互
監
督
を
な
し
虛
病
等
を
防
令
に
至
る
ベ
L
共
濟
i



I5(

齡

錄

嚎
ふ
巷
資
本
家
の
補
助
を
受
i

 

4

f
し
然
れ
ど
劣
此
種
の
采
險
は
强 

匍
的
に
非
す
t

て
任
意
的
な
る
を
.以
て
最
茛
4

T
老
癒
保
險
H

 

意
の
井
濟
主
義
を
採
る
を
可
と
す

第1

一
報
处
ロ
者
桑
田
傅
士
に
次
で
登
煊
し
^
る
は
豫
定
の 

報
告
者
に
非
ぎ
る
法
學
傅
士
添
田
壽一

氏
に
し
て
左
の
如 

き
飛
人
演
說
を
試
み
ら
れ
^
6
.
.

翦

士

高

繋

黒

氏

S
-
0

異
I

含

懸

主

_管

J

の
主
f

し

て
^
張
i

者
ょ
H

初
ュ

リ
全
體
の
勞
働
者
に
f

適
用
す
る
こ 

と
I

f

の
I

ね
ど
先
つ
工
場
法
を
施
行
す
る
エ
f

_

的
保
f

 

適
用
し
其
S

好
冥
な
れ
ば
彥
他
に
及
ぼ
す
、、へ
し
と
の
意
見
を
有
す
f

 

'の
.な
リ
杂
が
强
迫
主
#
を
唱
ふ
る
所
以
は
勞
働
者
：は
日
々
の
生
活
こ
^
は

I 

て
何
等
の
餘
裕
な
け
れ
ば
保
險
の
必
嬰
を
自
鐵
す
る
者
f

t

;汔

對

L
て 

尙
早
論
を
唱
ふ
る
者
あ1

る
衫H

場
法
に
赞
成
し
把
る
者
は
迪
的
保
險
に
反 

m
す
る
こ
之
を
得
ざ
る
ベ
L
又
日
本
に
は
主
從
親：

族
の
關
係
密
接
な
れ
ば
.虽
. 

迫
的
保
險
は
不
必
要
な
リ
と
說
ぐ
者
f

我
國
の
主
從
の
關
係
は
美
風
と
し 

r
保
存
し
度
合
！

w

親
族
相
倚
る
，の
弊
風
は
之
を
打
破
せ
ざ
る
ぺ
か
ち
ず
^
摄 

迫
保
險
«
雷
者
に
依
賴
心
を
起
豸
し
む
る
务
の
な
リ
と
の
理
由
を
以
て
之 

亿
反
對
す
る
者
あ
リ
と
雖
洛
-此
撳
惧
は
保
險
料
の
負
據
を
勞
働
者
に
重
<
士 

S

I

去
I

I

ベ
1
余
«
發
働
港
の
負
擔
を
五
割
と
4

瓶
主
の
I

-
 

を
こ
勒
五
分
H

殘
要
政
府
•の負

！！

と

な

す

&

て

得

策

と

信

ず

保
險
の
手
段
と
し
て
は
官
業
^
若
く 
S
の

な

し

會

嘉

离

1

1

五
大

S

反
對
f

政
府
は
刺
益
多
き
衰
®

悉
く
官
業
と
な
し
刺
益
少
I

事 

業
を
民
間
に
蒙
る
傾
向
ぁ
|

斯
の
如
畲
業
政
策
は
全
< 
誤
れ
リ
政
府 

は
宜
L 
く
利
益
多
吾
事
業
を
民
營
i

E
刺
益
無
去
事
業
を
官
營
と
す
ベ
I 

i

余
は
此
意
味
に
於
て
勞
働
保
險
を
官
業
に
せ
ん
こ
と
を
主
唱
t
る3®

の
な
リ 

一
勞
働
保
險
を
私
立
#
社
に
許
す
不
得
策
な
る
は
露
者
の
紫
む
る
鑫
の
货 

一
害
の
平
均
は
大
規
模
に
非
ざ
れ
ば
豫
算
t

^

c且
つ
目
下
我
國
の
甚
礎
の
鞏 

\

固
な
る
生
命
保
險
會
社
W
三
勗
以
下
の
保
險
契
約
を
結
ば
ず
し
て
勞
働
者 

一
に
適
す
る
-
額̂
保
險
は
主
と
し
て
小
規
模
の
會
社0

手
に
委
ね
ら
れ
居
る
を 

\

以
て
斯
る
莪
礎
の
鞏
固
な
ち
ざ
る
小
會
社
亿
發
働
保
險
を
許
す
«
弦
逾
な
9 

一
之
に
反
し
て
官
營
に
は
是
等S

產

な

<
且
つ
保
險
の
支
拂
の
最jj

请
て
る 

年
金
方
法
を
操
用
ず
と
せ
ば
是
れ
共
官
業
、に
委
ね
ざ
る
を
得
ず
芡
官
營
亿
て 

)

は
政
府
の
補
助
金
を
受
<
る
に
便
宜
多
L
余
は
政
府
が
勢
働
保
逾
rc
補
助
金 

一
を
與
ふ
る
の
義
務
^

0
と
信
ず
る
怒
の
な
り

一
要
す
る
に
星
保
險
に
は
營
業
官
業
相
互
共
濟
を
併
用
し
、强
逍
的
允
る
べ 

| 

L
老
駿
保
險
は
裏
に
限
り
痰
病
保
險
は
相
互
共
濟
に
任
甘
兩
者
と
洛
保
赞

|

加
入
は
被
保
險
者
の
隨
意
と
す
べ
し

\
添
田
#

i

氏
の
演
說
の
終
ろ
^

る
堦
は
正
に
正
午
な
6

し 

を
以
て
司
會
裏
は
休
憩
を
.宣
告
し
午
後
一
脖
再
ぴ
開
&
金 

井
傅
士
司
會
者
.と
な
6

午
前
の
遲
刻
に
對
す
る
挨
拶
を
爲 

.し
次
で
中
央
大
學
理
事
奥
田
義
人
氏
歡
迎
の
辭
を
述
べ
^

M

E

E

E

i

s

i

l

l

l

l

l

l

l

s

l

l

157

6

其

れ

ょ

6

本

會

議

に

移

6

一
 

脖

ニ

十

五

分

法

學

博

士

粟

. 

律

淸

亮

.氏

は

第

1
1ー
の
報
告
者
と
し

て
登

«
し

<

大
略
左
記 

の

如

き

報

告

を

せ

ら

れ

^

6

杂
は
高
野
博
士
の
勞
働
保
險
種
類
表
に
尙
ほ
网
種
^
加
へ
ん
と

欲
す
卽
そ 

C
1
)

出
產
保
險
、(

ニ)

小
兒
死
去
保
險
、
0

5
敎
齊
結
贈
保
險
、
及
ぴ(

四) 

徵
兵
保
險
是
也
右
の
中
小
兒
保
險
"
徴
兵
保
險
ば
旣
R
民
間
營
業
亿
依
リ
て 

經
營
さ
れ
つ
、
為
9
民
業
の
未
だ
手
を
着
け
ざ
る
は
病
氣
、
廢
疾
ノ
失
職
、 

鄭
婦
、
孤
子
保
臌
等
な
リ

.

勞
働
保
險
は
自
助
令
以
て
寒
礎
と
せ
ざ
る
ベ
か
ち
ず
而
し
て
此
自
助
保
臉 

の
婆
素
は(

一)

保
險
的
意
志
、(

ニ
}保
險
料
友
拂
能
力
な
9

然
る
it
現
今
の 

發
働
保
險
は
主
と
し
て
燄
働
者
の
救
濟
を
目
的
と
せ
る
故
保
險
意
志
と
保
險
• 

料
支
挪
能
力
の
有
無
を
問
は
ざ
る
怒
#
働
保
險
は
强
制
せ
ず
し
て
自
然
の
發 

逡
.に
任
か
す
を
以
て
理
想
と
す
獨
逸
、澳
阑
、瑞
西
等
は
旣
に
國
家
.保
險
を
赞 

施
し
最
近
造
獨
逸
を
嗤
ひ
居
た
る
英
國
8
遂
に
疾
病
失
職
保
臉
を
國
家
的
取 

業
と
な
し
最
S
自
由
を
尊
ぶ
米
國
に
於
て
す
ち
近
來
國
立
保
險
論
漸
ゃ
{
赚 

な
ら
ん
と
す
る
の
傾
向
あ
れ
ど
此
國
家
的
保
險
の
勃
興
はC

1
〕

權
威
富
力
に 

對
す
る
反
動
、0

0
1

効
漉
の
谞
加
、(

三〕

民
主
思
想
、(

四)

時
代
思
潮
. 

等
の
結
果
に
し
て
自
然
の
發
逢
亿
因
る
名
の
な
り

國
立
保
險
の
反
對
論
と
し
て
は
下
の
數
箇
を
擧
げ
得
ぺ
し(

一)

如

入

^

組 

織
の
强
制
は
自
由
を
妨
6
、(

1
0

補
助
は
保
險
の
性
質
を
沒
却
し
倚
賴
心
を

蠢

雜
陶
錄. 

.

生
ぜ
し
む
、(

一

1

じ
傷
#
.保
險
料
は
.生
產
費
の
一
部
と
なS

V

辟
臉
少
な
孑
製
造 

法
.に
.依
る
製
造
品
の
§

を
i
騰
貴
せ
し
む
る
處
あ
る
を
以
て
傷
#
保
險
は 

經
濟
政
策
上
不
合
理
の
$
の
な
リ
、(

四〕

傷
辔
の
標
準
散
漫
な
る
を
以
て
被 

保
險
者
に
不
公
平
な
0

、(

五〕

國
庫
の
負
擔
を
滑
加
す
、(

六)

國
家
が
社
會 

丰
货
を
自
ら
赞
行
ず
る
ぁ
の
な
9
、(

七)

他
に
者
救
護
の
手
段
あ

9 

右
は
國
立
保
險
It
反
缴
論
の
一
班
な
る
が
今
之
を
我
國
に
遜
用
し
て
下
の 

如
•->
推
論
を
示
す
を
#
ベ
し(

一
峩
國
の
罾
㈣
者
が
救
濟
を
^
す
る
は
#

^
 

な
る
S
救
濟
を
婆
す
る
者
は
登
k
獨者のひならんや、

(
1
D

强
制 

保
險
は
H
本
に
於
て
施
行
と
得
る
や
疑
は
L
、(

三)

保
險
料
を
傭
主
及
び
.人 

民
全
-瞪
に
負
擔
せ
し
め
得
る
や
工
場
法
の
運
命
は
如
何
に
や
、(

四)

國
家
ば 

興
負
擔
に
權
へ
#
る
や
政
府
亿
«
餘
裕
な
し
、(

五)

日
本
に
は
未
だ
富
の
分 

JB
甚
だ-J 
く
不
平
钧
な
b
ず
反
つ
て
勞
働
者
に
货
金
を
拂
ひ
得
る
金
滿
家
を 

多
く
作
る
必
要
あ
り
、(

六〕

衛
生
災
害
豫
防
等
に
對
す
る
殺
備
を
耍
す
、(

七) 

其
實
上
の
保
險
を
し
て
旣
亿
鐵
道
院
、
堪
费
局
及
ひ
政
府
併
に
私
立
の
ナ
T 

場
に
於
て
不
完
全
な
が
ら
多
少
の
設
備
あ
9
、(

七)

本
年
傷
害
^
^
會
社
の 

設
立
を
見
た
リ

右
の
祺
情
な
る
を
以
て
余
は
敢
て
官
紫
民
業
の
孰
れ
を
8
主
張
す
る
*
の 

K
は
^
ち
ず
れ
ど
我
國
の
狀
勝
*?
適
ず
る
榡
自
然
の
發
達
亿
任
す
を
以
て
最 

瓦
の
策
と
信
ず
る
，

S，

の
な
リ

粟

律

博

士

を

以

て

豫

定

の

報

令

を

^

了

し

(

三

滕

十

分

) 

是

ょ

ん

會

員

の

霞

I

に
務
6

左

の

諸

氏

は

二

十

分

宛

の

峙

1

五
七



-

^

一

.間
を
以
て
意
見
を
述
4

&
れ
t<
:

6
 

^

.貯

金

局

長

法

學

士

下

付

宏

氏

强
制
を
論
ず
I

f

て
時
と
の
關
係
を
無
視
す
，へ
か
I

强
制
こ
反
對 

I

I

者
I

暴
實
I

ん
名
不
平
は
批
の
常
t

粟
津
博
士
の
虽
钊 

勞
働
保
I

我
國
の
財
政
籠
上
I

f

f

せ
ち
れ
？

名
工
場
M
の 

如1
1
1

十
年
來
主
f

ち
れ
た
f

の
に
て
漸
や
く
此
I

現
せ
し
急 

f

人 
s

l

f

 

f

 

f

l

l

,

f
 

他 

B其 

'

1
現
；

I

l

f

ベ
し
I

l

f

主
f

 

f

の
為

■
■

I1
I I
I 1

I
1 I

I

i

^
 

M

u
る
べ
*
参
又
小
額
の
給
料
を
受
< 
る
下
級
の
管
：公
立
會
I

: 

1

者
と
共
に
.保
護
す
ベ
A
添
田
博
士
は
滎
働
者s

を

防

が

ん! 

.

f
 

I

f
保
險
料
負
霸
を
五
割
と
せ
ょ
と
S

れ
た
る
I

I

を

I 

报
し
て
六
谢
若
し
く
七
割
と
な
す
方
得
策
な
ち
ん
と
信
ず

東
京
高
等
商
業
學
孩
敎
搜
商
學
士
上
田
貞
ホ
郞
氏

,
 

嚴
保
險
の
手
f

し
5

國
家
的
囊
歲
f

相
互
的
I

三
.
f \

て
主
義
と
し
て
は
强
制
保
險
と
任
意
的
保
險
の
|

れ
|

ば
理
湛
と

し

て
 

官
營
を
以
て
委
I

段
と
し
强
制
保
管
以
て
最
瓦
の
主
f

り
と
I

タ 

f

の
I

然
れ
ぎ
歐
洲
各
國
.に
於
て
は
f

自
助
的
自
覺
を
有
す
I

j

五
八

を
救
濟
I
居
る
に
反
t
我
國
の
勞
働
者
は
斯
る
自
fa
普
無
な
る
を
以
て
欧
洲 

の
强
制
的
保
險
を
採
リ
て
直
ち
(?
之

を

我

國

亿

施

す

は

如

釕

に

や

.

一

慶

應

義

塾

大

學

敎

搜

法

學

博

士

堀

江

歸
 

一
M

强
制
■

由
を
拘
束
す
f

の
I

と
て
强
制
保
險
に
反
.對
1

劣
の
為 

I

る
^
强
：

SS

保
險
は
他
日
^

^
者
於
遵
遇
で
る
の
E
态
る
一
層
大
な
る
虽
制 

.

(

i

、疾
病
、雲

}を
避
け
し
む
る
た
f

然
れ
ど
ぁ
今
日
の
我
豐
强
制 

保

險

备

施

は

多

少

露

r

f
 

H

下
の
塞
と
な
す 

所
猛
制
保
臉
を
實
施
す
る
亿
非
て
て
保
險
を
要
す
る
原
因
卽
ち
5

の 

|

產

、
疾
病
f

i

n

i

s

h救
f

 
士

蜜

會

I

名

;

の
、
設
立
を
見
たる

*®

同
會
の
寒
業
は
本
末
を
誤
れ
る5S5

の
と
云
ふ
べ
L

^
 

氣
亿
羅
リ
た
る
者
亿
救
助
を
與
ふ
る
は
指
ほ
穴
を
設
け
て
其
れ
に
落
ち
た
る 

劣
の
を
救
助
す
る
が
如
し

京

都

帝

國

大

學

敎

授

法

學

傅

士

神

戸

正

•
雄

氏

强
制
は
自
助
と|

致
こ
得
る
8
の
な
リ
自
助
亿
任
せ
ば
自
助
こ
離
さ
羽
目 

忆
響
る
こ
と
f

余
は
原
則
と
し
て
國
營
强
制
保
險
を
主
張
I

者
な
リ 

强
制
f

保
險
を
今
日
の
我
國
に
赞
施
す
る
は
本
末
の
誤
れ
る
*
の
な
り
と 

云
ふ
者
あ
れ
ど
勞
働
保
險
名
勞
働
者
の
遭
遇
す
る
諸
種
0

§

を
除
去
す
る 

に
必
要
I

1

方
策
な
I

財
政
上
馨
亿
反
f

る
者
あ
れ
ど
|

は
政
，
 

府
た
餘
裕
f

と
信
ず
然
れ
ど
差

^
0
L
て
多
少
の
擦
f

要
す
此
辕
牲

59

の
如
何
な
る
名
の
な
る
や
は
他
日
發
表
す
'、へ
し

農

商

務

省

技

師

，.伊
藤
萬
太
郞
厌

現
今
我
國
に
於
け
る
1

者
は
充
分
な
る
質
銀
を
受
取
リ
居
ち
ざ
る
を
以 

つ
て
早
晚
凼
窮
の
狀
態
に
陷
ぉ
る
べ
し
傷
害
疾
病
保
險
料
は
宜
し
{
資
本
主 

に
負
擔
せ
し
む
べ
1
余
は
夂
日
本
人
亿
《
强
制
的
保
險
を
以
て
最
茛
の
方
法 

ど
信
ず
堀
江
馎
士
は
各
種
の
危
險
豫
肪
設
備
の
急
務
を
説
か
れ
忆
る
8
火
災 

保
險
が
防
火
設
備
を
促
し
た
る
が
如
<
勞
働
保
險
は
各
種
筋
險
豫
防
設
備
を 

促
す
に
至
る
べ
し

是
れ
に
<

ニ
十
分
演
說
を
終
6
最
後
に
石
川
、
關
.の
兩 

氏
は
五
分
間
宛
討
論
に
參
加
せ
ら
れ
杧
/リ

、

'

東
京
富
等
商
業
學
校
敎
授
石
川
文
吾

日
本
の
現
狀
に
は
强
制
は
必
要
な
9

强
制
は
洪
し
'て
永
遠
に
自
由
を
拘
束 

す
る
名
の
に
非
ず
I

て
一
ゆ
的
也
以
前
^
育
は
^

實
*

に
强
'^
な
9

し
が
今 

日
は
形
式
^;
於
て
の
*
强
制
な
リ
余
の
理
想
と
す
る
所
は
任
意
保
險
な
る
衫 

4
r

日
は
繼
の
時
代
な
れ
ば
强
制
を
餘
儀
な
し
と
爲
す
者
な
リ

東
京
高
等
商
業
學
校
i
法學博士關_

一

 

氏

傷
辔
に
對
す
る
賠
償
は
掘
主
の
負
擔
と
I
瘐
病
保
險
は
勞
働
者
の
負
嫌
と 

雜

錄

す
べ
し
直
ち
に
强
制
的
主
義
を
採
ち
ざ
る
べ
か
ち
ず
遠
き
將
來
を
論
ず
る
は 

空
論
也
着
々
と
し
て
傷
害
疾
病
保
險
を
實
施
す
べ
し

是
れ
に
て
勞
働
保
險
問
題
に
關
ず
る
報
告
及
討|

蛾
を
終 

6
第
ブ
日
の
大
會
は
閉
會
し(

五
賭
十
分)

六
栂
よ
6

儕
員 

は
中
央
大
學
倶
樂
部
に
て
懇
親
會
を
開
き
允
.
6
第
一
囘
の 

聽
講
者
は
會
員
以
外
に
大
凡
三
百
名
な
6
 

社
會
政
策
攀
會
第
一一

囘
目
は
講
演
會
に
し
て
前
日
と
同 

b
く
中
央
大
學
に
於V

十
二
月11

十
五
日
午
前
九
脖
ー一
十 

分
よ
6

開
催
し
杧
6

出
席
者
.は
前
日
と
略
同
數
な
6

午
前 

中
の
■

■

の

題

目

と

の

氏

名

》
左
の
如
し 

海
運
會
社
の
積
立
金

、

早
稻
田
大
學
敎
授
7K
け

ヒ

け

ブ

.
伊
藤
重
次
部
氏 

勞
働
保
險
の
楫
保
險
に
就
て
，

：

東
京
高
等
商
業
學
校
敎
揆
石
⑴

日
本
國
字
の
將
來
.

_

貯

金

局

長

法

學

士

下

村

宏

氏

午
後
の
講
演
者
及
論
題
は
左
の
如
し

救
貧
費
亿
就
て

.

.慶
應
義
塾
大
學
敎
撗
u

yh
7w
ヰ
”

星
野
勉
三
氏 

社
會
政
策
上
の
根
本
問
題

5

光

議

^

^
猶
11



100

^

i

i

s

j

. 

雜

錄

神
戶
高
等
商
業
學
校
敎
授
商
學
士
坂
西
由
藏
氏 

私
法
と
社
會
政
策

萊
京
法
嵙
大
學
敎
授
法
學
博
士
松
本
蒸
治
氏 

,
米
穀
問
題
と
社
會
問
題

神
戶
高
等
商
業
學
校
津
村
秀
松
氏

.
財
政
の
心
理
：

: '
京
部
法
科
大
壞
敎
授
法
學
博
士
神
戶
芷
^
氏

右
の
：講

溃

終

6
 y

桑

田

博

士

简

單

に

目

#

の
辭
を
述
ベ 

午
後
五
滕
五
分
閉
會
し
允
ろ
講
演
の
大
略
は
左
の
如
し
.

パ
.

，

-
-
.
.
:
.
.
.
:
. 

•

.

.海

運

會

社
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文
の
末
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し
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的
觀
察
を
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關
に
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た
る
が
如
L
余
は
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運
#
社
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金
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萼
す
る
8
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下
に
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理
由
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せ
ん
と
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金
を
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す
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利
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に
不
平
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な
る
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般
に
年
々
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少
し
つ
、
态
る
に
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リ
今
一
個
の
實
例
を
;̂
て
刺
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7
平
均
を
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せ
ん
に
或
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六
千
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千
九
苗
年
に
は
三
十一 
一

I

碑
^
暴
騰
し
夫
れ
ょ
り
低
下
し
、て
ニ
十
五
、
十
三
、 

九
、
十
と
な
げ
千
九
‘百
六
年
亿
は
僅
か
£

ー，榜
亿
過
¥
ず
是
れ
は
.堪
R

一
例

1

六
0

i

け
た
る
の
み
な
.

I
他
の
船
舶
A

1

の

證

に

f

今
運
慕
を
調 

査
I

亿
千
八
百
七
十
年
頃
ょ
リ

九
十
年
頃
管
？

一 

ヶ
年
間
運
質
高
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け
れ
ば
次
の
四
年
間
は
運
赞
低
く
千
八
百
九
十
年
以
後
は
.一

年
高

け

1

ば

七
 

I

八
牟
不
景
氣
に
し
て
今
日
に
有
リ
て
は
殆
ん
ど
海
運
業
の
盛
衰
を
豫
則
1
净 

る
と
云
會
過
言
亿
非
ず
是
れ
は
造
襲
海
運
の
需
用
亿
適
合
せ
I
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業
の
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益
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々
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少
し0
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■
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は
皇
線
汽
船
會
社
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I

、常
に
最
大
の
齓
當
を
な
す
の
に
て
名
其
酡
當
の
十
年
每
亿
簡
疋
し 

{
減
少
し
つ)

^
る
を
見
て
兹
明
か
な
リ
此
海
運
業
の
刺

慈

減

少

の

理

由
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C

ご
投
機
糖
業
の
減
少
し
つ
、
貴

•と
、0

1
)

海
運
9

は
競
爭
者
多
さ

\

の
む
I

ず
國
民
的
競
爭
の
口
に
管
る
と
，
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一
般
裂
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低
落
I
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一
る
なSN

海
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を

割

合

て

船

價

償

却
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な

る
^
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る

密

接

の

關

係
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有

し

一

方

措

加

す

れ

ば

他

方

は

減

少

す 

る
の
傾
向
f

或
る
海
運
蠢
は
利
益
S

I

は
船
價
償
却
金
I

立
せ 

ず
し
て
荊
益
の
素
年
に
至
f

前
に
怠
9

た
る
船
價
僧
却
金
の
^
ヒ
を
補 

充
せ
f

こ

秦

れ

ど

音

！̂
法
と
言
ざ
る
を
得
ず
船
舶
S

年
後
化m

 

其
價
値
の
五
分
の一

を
失
ひ
、
七
年
後
亿
は
三
分
の
一
、十
一
年
後
亿
は
ニ
分 

の
1

ニ
十
年
後
亿
は
三
分
の
ニ
を
失
ふ
名
の
な
る
を
以
て
余
は
盼
賓
償
却 

金
を
以
て
積
立
金
亿
非
ず
L

て
經
常
费
と
L

て

刺

益

の

ト

ょ

り

(?
!

去

る
 

'、へ
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场
の
な
9

と
信
ず
東
洋
汽
船
會
社
が
渦
去
五
會
訐
—

R
亘
リ
て
船
價
f

却 

金
の
積
党
を
怠
リ
L
は
茶
©
なS
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然
れ
ど
$
余
の
本m

主
と
し
て
論
ぜ
ん
と
欲
す
る
晚
は
船
價
償
部
金
に
非 

.ず
し
て
辕
立
金
な
9
渍
立
金
に
は(

】

M

淀
嵇
立
金
、C

ニ)

削
當
堪
備
稜
立 

金
、(

1
1
D

船舶敗立金

' (

四)

航
路
擴
張
積
立
金
、C

五)

保
險
辕
立
金 

(

六)

船
員
手
當
積
立
金
* (

七)

其
他
の
諸
種
^
れ
ど
余
は
此
中
最
3
重
要
な 

る
8
の
卽
ち
配
當
積
立
金
、
船
舶
敗
茛
辕
立
金
、
航
路
擴
張
猜
立
金
を
諭
せ 

ん
と
欲
す

前
に
i

l
ぜ
し
如
{
海
運
#
社
の
利
慈
は
不
平
均
な
W
例
へ
ば
朗
治
ニ
十 

八
年
に
五
割
の
利
益
を
收
め
k

る
郵
船
會
社
は
一
一

十
^

^

に

米

國

、

一

g
^

、

歐 

洲
航
路
を
開
始
し
允
る
結
果
と
し
て
三
十
年
に
は
無
削
當
と
な
9
た
9
商
船 

會
社
«
ニ
十
八
年
亿
は
六
割
四
分
の
純
益
為
，0
允
る
$
三
十
九
年
|?
は
澜
ゃ 

く
收
茭
相
償
ふ
と
云
ふ
狀
態
に
陷
リ
た
リ
外
國
汽
ft
會
社
中
に

$
無
酣
當
の 

年
な
告
劣
の
は
殆
ん
ど
皆
無
な
リ
斯
{
の
如
{
利
益
は
頗
る
不
同
な
る
を
以 

て
多
額
の
削
當
_
備
金
を
嬰
す
る
は
明
か
な
リ
次
に

船
舶
畋
莨
_

金
は
日 

進
W
步
の
造
^
^
に
備
へ
ん
が
爲
必
罾
な

9
例
へ
ば
東
舍
汽
船
#

社
の
天
洋 

地
洋
等
の
苣
朌
は
其
設
備
の
i-
t
聩
的
完
備
せ
る
を
以
て
現
今
太
平
洋
上
の
覇 

權
を
握
れ
る
名
数
年
間
を
出
ず
し
て
パ

ナ

マ

運
河
は
開
通
さ
れ
多
数
の
競
爭 

者
を
生
じ
鼎
の
輕
茁
を
問
は
る
、
亿
至
る
べ
L
現
に
ハ
ン
ブ
ル
グ

.
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力ン汽船

#
社
«
太
平
浑
航
路
を
開
拓
せ
ん
と
計
盡
1

つ
、易

：；

且
つ
加
奈 

太
汽
船
#
社
筚
は
天
洋
、
地
洋
以
上
の
大
船
を
建
造
中
な
る
を
以
て
早
晩
東 

洋
汽
船
#
社
は
船
贯
を
W
下
f
る
か
又
^
船
舶
を
畋
莨
す
る
の
要
多
3
ん
此 

の
^
由
の
摄
多
額
の
船
舶
改
冥
費
を
^
立
^
る
べ
か
ら
す
又
或
る
會
rd
-'-
が

自
ち
進
取
せ
ざ
れ
ば
他
の
#
社
に
機
先
を
制
せ
ち
れ
て
自
己
が
退
歩
し
把
る
と 

同
榡
の
結
果
を
生
ず
る
亿
至
る
べ
し
航
海
同
盟
な
る
§
の
あ
れ
ど
同
^
;
以 

外
の
會
社
の
同
盟
R
ft
す
方

競
爭
激
烈
に
し
て
同
盟
貨
率
を
保
ち
行
ぐ
こ
と 

は
闽
難
な
9
故
亿
自
已
の
地
位
を
保
有
す
る
の
か
に
て
努
餘
程
.0
努
力
を
要 

し
常
亿
新
亿
航
路
を
擴
張
す
る
こ
と
を
努
め
-ざ
る
べ
か
ち
ず
然
し
是
亿
は
多 

額
の
辕
立
金
を
要
す 

遍
當
な
る
積
立
金
の
多
鄹
肢
資
本
金
額
"
航
路
の
種
類
、
穑
荷
の
種
類
諮 

に
依
つ
て
異
な
る
な
ち
ん
*
今
數
會
社
の
资
*

金
額
及
^
债
に
劉
す
る
興
嵇 

立
金
の
此
例
を
觀
る
亿
割
當
の
最
2
多4

、

會
社
は
平
均
六
割
六
分
に
し
て
中 

以
上
の
酣
當
を
な
す
會
社
は
平
均
一
割
ニ
分
丑
厘
の
積
立
金
を
有
し
最 

當
金
の
少
な
>

#
ih
の
積
立
金
は
引
分
四
厘
な
リ
因
是
觀
ス
資
本
金
^
社
ft 

亿
對
し
て
六
割
の
積
立
金
を
有
す
る
會
社
は
安
全
ゼ
し
て
各
會
社
は
少
な
{
 

衫
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割
二
分
以
上
の
積
立
金
を
婆
す

勞
働
保
險
の
再
保
險
に
就
て
石
川
女
吾
氏

神
保
險
は
海
上
保
險
に
最
3
多
し
其
理
由
は
保
險
金
の
多
額
な
る
と
悔
險 

の
性
質
が
見
込
を
付
け
難
<
且
つ
豫
約
保
險
の
多
含
爲
集
中
こ
易
き
と
に
依 

る
生
命
保
險
は
危
險
の
見
、込
付
け
易
く
且
つ
集
中
の
§

な
さ
爲
洱
保
險
の 

必
要
な
し
勞
働
保
險
は
必
ず
し
8
生
命
保
險
と
稱
ず
ベ

f

ip
な

ち
a
ど
主 

と
L
て
一
種
の
生
命
保
險
の
一
種
と
し
て
看
傲
L
得
るsee

の
.な
リ
然
れ
どa® 

保
險
に
は
#
保
險
の
必
要
^

o 0
0
保
險
は
概
し
て
.小
ロ
保
險
な
る
を
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以
て
|

の
双
胄
亿
於
て
は
#
双
ぼ
の
必
要
|

纟
砠
|1
1
、
製
造
所
の
f

主
義
の
弊
害
少
な
か
ち
ん
余
|

之
苒
保
僉
の
官
營
を
希
望
する

豸
の
な
り

者
を1
纏
と
t
て
保
險
す
る
を
以
て
常
t
な
す
故
危
險
の
集
巾
を
免
れ
ず
灭 

.
'普
通
の
生
命
保
險
に
は
^

g

仏
險
な
さ
贫
勞
働
保
險
に
は
豫
約
保
險
多
し
製 

造
所
等
の
職H
は
食
庫
の
貨
物
の
如
{
毎
日
多
少
其
人
員
を
異
R
し
從
つ
て 

各
個
人
に
.就
务
保
險
義
を
結
ぶ
は
®
難
な
る
を
以
て
雇
主
及
：保
險
會
社
間 

.
に
豫
約
保
險
を
契
約
す
る
の
要
^
り
此
點
に
於
て
^
^
保
險
は
貨
物
犬
災
保 

險
に
類
似
す
保
險
會
社
は
雇
主
の
報
告
に
依
リ
て
飴
め
て
被
保
險
者
の
員
数 

を
知
る
8
の
な
る
を
以
て
自
己
の
豫
期
せ
ず
る
危
險
の
集
中
を
生
ず
る
鸱
卷 

0
战
亿
之
亿
備
ふ
.る
爲
楫
保
險
を
必
要
と
す
嚣
の
一
冉
保
險
を
要
す
る
璧 

の
理
由
は
筋
險
の
見
込
本
精
確
な
る
に
あ
リ
弊
働
保
險
の
危
險
に
三

種

^
9 

(
一
〕

は
叢
者
の
從
填
す
る
事
業
の
特
有
な
.る
海
險
卽
ち
客
觀
的
若
し
く
は 

物
的
危
險
な
リ(

1
1)

は
被
保
險
者
の
詐
欺
等
の
主
觀
的
若
し 
<
は
人
的
苊
險 

に
し
て(

三)

は
保
險
金
の
小
額
な
る
を
以
て
止
を
得
ず
審
査
を
全
廢
す
る
ょ 

0
生
ず
る
危
險
是
れ
な
リ 

，

斯
く
の
如
<
蓁

儀

M
冉
保
險
を
？

f

 ?

る
S

砦
保
險
の
監 

督
は
頗
る
殿
重
な
ち
！
る
べ
か
ち
ず
再
保
險
は
一
種
の
掼
害
保
險
な
る
於
我 

證

於

てS

生
命
保
險
4

害
保
險
と
の
_

裏

、f

 

生
命
保
險 

會
社
に
勞
働
保
險
の
嚣
險
姦
し
難
し
览
奚
民
業
s

—

 
f
を
以 

て
勞
_
保
險
の
；冉
保
險
は
宜
し
{
官
業
に
ず
べ
I
官
望
義
に
は
弊
害
多
け 

れ
ば
余
は
普
通
の
勞
働
保
險
の
官
螫
を
希
^
す

る

息
に

非

ず

然
れ
ど
1
得 

保
險
の
官
營
に
は
被
保
險
者
と
官
吏
と
の
間
に
直
接
交
渉
の
*婆
I

故
官
僚

日

本

國

字

の

將

來 

下

衬

宏

氏

余
は
此
問
題
を
經
濟
擧
の
見
地
ょ
リ
硏
淹

-L
て
多
少
言
語
學
に
贾
獻
し
且
. 

つ
1
般
國
民
亿
斯
か
る
大
問
題
の
藍
！：の
眼
前
に
横
は
れ
る
を
知
ち
1
め
ん 

と
欲
す
吾
人
に
取
リ
て
《
外
國
語
は
頗
る
^

^
な
る
名
外
國
人
忆
取
リ
て
は 

日
本
語
に
情
.通
す
る
は
殆
ん
ど
不
可
能
の
こ
と
な
ら
ん
小
麥
の
需
用
供
給
« 

世
界
的
な
る
8
来
殼
の
需
用
供
給
の
範
圍
は
頗
る
限
定
せ
ち
れ
居
る
と
同
じ 

{
英
語
の
効
力
範
閲
廣
さ
R
反
L
日
本
語
の
効
カ
範H

は
頗
る
狹
I

斯
か
る
効
ヵ
少
な
き
日
本
語
の
習
得
に
选
入
は
多
大
の
$

を
消
費
せ
ざ 

る
を
得
ず
特
亿
難
解
不
便
^
極
め
れ
る
漢
宇
の
爲
消
ず
時
間
は
大
な

o 

此
漢
字
將
來
亿
關
し
て
は
種
々
の
提
言
§
リ

(

ご
は
漢
字
勃
興
論
な
y

然 

れ
ど
$
之
»

1

瞥
の
價
酿
な
し(

ニ)

は
放
任
論
な
リ
放
任
す
る
と
8
赞
際
亿 

用
ぬ
ち
る 
>
漢
字
數
は
日
々
に
減
少
す
ベ
L
と

の

論

な

リ

此

論

は

，
多
少
の
根 

據
凑
又
三〕

漢
字
數
制
限
論
な
叉
四〕

は
饈
の
改
臌
論
な
リ
左
れ
ど
是
れ
* 

實
行
は
頗
る
闲
_

な
又
五)

は
訓
讀
廢
止
論
な
9
其はなる論なれど
 

赞行

^
難
L 

.

我
國
忆
於
け
る
學
生
の一

祐
年
亿
蓼
す
る
學
資
は
平
均
酉
八
十
_
な
9
故 

亿
漢
字
の
節
約
亿
依
リ
て
五
年
間
敎
育
を
短
雜
す
る
こ
と
を
得
ば一

人
に
は 

を
九
百
圓
丈
節
約
す
る
を
得
べ
し
余
の
榴
算
す
る
所
に
據
れ
ば
我
國
に 

於
け
る
兒
童
一
入
亿
對
す
る
費
用
は
五
歲
^
砵

j

筒
月
三
圓
、
十
七
歲
遂
は

十
_
、
二
十
歲
逛
は
十
五
圆
、
大
舉
生
時
代
に
は
ニ
十
圓
を
要
す
故
亿1

人 

の
扔
子
に
對
し
て
出
產
の
時.

ょ
リ
大
_
を
卒
業
す
る
逛
^
要
す
る
費
用
は
元 

金
に
て
合
計
金
ニ
千
七
西
八
十
四
圓
亿
し
て
之
に
'五
朱
の
利
芋
を
加
へ
て
剖 

算
せ
ば
總
計
金
四
千
一
1ー
西
十
二
圓
六
十
二
錢
七
厘
な
0
是
に
劉
す
る
—
箇
月 

の
刺
子
は
十
八
圆
な
リ
葙
1
大
樂
半
黎
生
に
し
て
俸
給
の
內
ょ
o
毎
月
十
八 

圓
を
制
さ
得
る
«
漸
や
<
拽
入
さ
れ
ft
る
資
本
の
刺
子
を
亥
拂
ひ
得
る
の

が 

な
り
若
し
漢
字
の
節
約
に
依
リ
て
敎
有
年
數
を
ニ
三
年
間
短
縮
す
る
を
得
ば 

哲
に
必
要
な
る
資
本
額
を
減
少
す
る
の
む
な
ち
ず
生
產
力
を
一I

三
年
間
延
長 

ず
る
こ
と
を
#

ベ
I
. 

-

一
昽
羅
馬
^
#
!の
險
盛
を
見
た
る
/:
と
あ
る
场
今
は
同
會
は
下
火
な
リ
最 

近
流
行
の
言
文
一
致
體
は
餘
程
の
改
茛
と
看
做
す
ベ
I
上
田
萬
年
氏
の
假
名 

使
，の
制
龈
は
大
に
歡
迎
せ
ざ
る
を
得
ず
余
|(
3

:假
名
文
と
直
譯
體
に
は
大
反
對 

な
y
余
が
國
字
畋
K
の
最
上
方
策
と
L
て
提
言
せ
ん
と
欲
す
る
M

1 

諸
新
^
紙
が
f

l

て 

一
{疋
の
方
針
を
以
て
漢
字
數
に
！|

限
を
加
へ
、

C

G
 

小
舉
校
に
於
て
_
意
科
と
し
1
羅
馬
字
を
敎
へ
以
て
他
：2
羅
馬
字
使
用
の
便 

R
備
へ
、(

三)

外
國
語
を
輸
入
し
れ
る
時
は
原
語
の
儘
熠
ひ
て
以
て
原
語
及 

課
語
.を
併
せ
習
得
す
る
の
必
要
を
免
か
れ
し
む
る
に
高
-
9

救
貧
®
に
就
て

 

星
野
勉
三
氏

余
は
培S

が
濟
生
會
に
_

L

tc
f
c
•救
贫
嫂
は
梁
し
て
必
要
な
る
a

の
な 

る
や
不：：

や
を
硏
炎
せ
ん
i

欲
す
目
下
我
國
に
於
け
る
細
民
が
w

fi

せ
る
は
祺

實
な
9

其
瑚
由
は
最
近
费
1

<

物
價
の
騰
貴
乜
る
}<
:
加
へ
て
砠
我
負
擔
の
不 

公
平
を
生
じ
た
る
を
以
て
な
9

注
時
は
地
粗
と
酒
稅
と
は
爾
な
る
机
桃
な
リ
 

し
を
以
て
之
に
徵
す
る
十
等
社
會
の
負
機
®

か
ら
ざ
リ
L

が
澉
次
ロ
用
品
の 

課
稅
を
見
る
亿
至
リ
今
日
に
て
以
鹽
の
辑
赍
、
骑
油
桃
、'
煙
革
稅
、
織
物
親 

等
の
爲
下
等
社
會
の
負
擔
は
其
收
A

亿
比
し
て
過
®

な
リ
我
.
國
に
於
て
は
..
i
f
i
l 

稅
負
擔
の
不
公
平
を
遛
和
す
る
贳
銀
の
i

標
準
の
如
会
*

の
な
{
且
つ
虫 

と
1

X

中
流
以
上
の
た
る
ベ
さ
所

#

锨
は
，累
進
桄
を
採
み
$
脱
桃
多
し 

R

背
は
家
族
相
互
の
救
助
^

る
8

今
«

其
風
智
衰
へ
7

自
由
放
任
主 

義
の
*;
-

場
ょ
り
L

て
救
#

の
必
要
な
L

と
諒
ず
る
劣
の
尜
ち
ん
な
れ
ど
之
は 

辯
駿
す
る
の
價
値
な
し
極
端
な
る
社
會
主
義
0

亦
誤
れ
y
然

れ
ど
洛
其
主
張 

の
一
部
は
多
少
の
根
據
ぁ
9

罟
人
は
社
會
の
杯
莊
I

居
る
が
爲
ti

存
在
し
得 

.又
成
功
し
得
る
名
の
な
な
ど
达
政
府
と
結
托
せ
ば
暴
刹
を
貪
ぶ
る
こ 

と
を
得
べ
1
然
れ
ど
该
^

府
は
社
-#
の
一
機
關
な
る
を
以
て
豪
商
は
社
會
に 

J

1

て
感
謝
Hr

ざ
る
ベ
か
ら
ず
要
ず
る

R

哿
A

は
社
會
を
尊
®
し
社
會
の
刺 

盛
の
爲
に
多
少
の
犠
牲
を
拂
は
ざ
る
を
得
ず
富
衆
が
救
®

を
隱
出
す
る
の 

義
務
を
有
す
る
^
富
竅
な
る
が
爲
亿
非
ず
し
て
夫
れ
に
は
社
會
に
對
す
る
義 

務
て
ふ
深
さ
^
^
を
有
す
る
な
リ

社
#
社
策
上
の
根
本
問
題
板
西
由
藏
氏

社
會
政
策
の
根
本
は
八
の
問
題
な
り
社
會
賧
策
會
の
目
的
は
資
本
と
勞
働
‘ 

と
の
^
和を計るとせる

$
楚
れ
は
社
會
政
策
の
消
極
方
面
に
I 

V
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*

禮
極
ガ
fr
u
は
人
の
問
題
な=> 
顼
今
の
經
濟
組
織
は
9
由
を
許
せ
ど
0
其
結
果 

ほ
强
者
は
弱
.者
を
虐
待
し
て
無
產
者
の
階
級
は
充
分
苒
生
產
能
力
を
發
禪
ず 

,
る
と
と
を
#
'
ず
社
會
政
策
の
積
極
的
目
的
は
慈
善
的
救
貧
的
に
非
ず
し
て
最 

下
級
者
を
し
て
生
產
能
力
^
骑
拇
せ
し
む
る
に
在
リ 

勞
働
咕
問
の
短
籂
は
勞
働
狀
態
改
善
が
消
费
者
の
刺
慈
な
る
は
漸
や
{
認 

め
ち
れ
ん
と
し
つ
、
^
る
勞
働
港
を
慈
善
的
に
取
极
ふ
は
社
會
歧
策
の
根
本 

的
目
的
と
相
容
れ
ざ
る
*
の"
如
し
勞
働
保
險
を
論
ず
る
に
當
9
て「

救
濟j

 

な
る
貢
獠
を
用
ぉ
る
#
あ
る
$
是
れ
《
余
の
首
肯
し
能
は
ざ
る
项
な
9
社
會 

政
策
の
目
的
を
達
す
る
有
力
な
る
手
段
は
勞
働
港
の
®
助
的
結
合
な
リ
生
產 

的
能
力
は
根
本
的
に
し
て
設
備
制
度
等
は
第
二
、
第
三
の
問
題
な
9
眾
1(
.
,勞 

働
時
間
を
減
縮
す
る
边
發
働
効
程
を
it
進

す

る

名

の

.な

=
n

と
限
ら
ず
發
達
し 

た
る
：̂

苍
9
て
飴
め
て
^

1
効
程
を
馉
加
す
る
こ
と
を
得
べ
し
要
す
る
に 

社
會
政
策
の
根
本
的
['
|
]
]題
は
人
な
9
設
備
制
度
を
活
用
す
る
に
は
發
達
せ
る 

1

港
を
要
す
而
し
て
此
務
達
は
普
通
敎
育
の
普
及
に
俟
た
ざ
る
ベ
か
ち
ず 

通
俗
圖
害
館
を
設
{
る
名
亦1

策
な
9

私
法
と
社
會
政
策 

松

本

丞

洽

两

社
會
政
策
の
進
步
は
近
年
莪
し
く】

二
の
例
を
擧
ぐ
れ
ば
地
價
搰
加
税
及 

發
娜
保
險
等
に
し
て
最
近
の
科
學
の
進
班
に
比
し
て
遝
色
を
見
ず
之
亿
反
し 

て
私
法
の
it
步
は
遲
々
次
リ
進
步
と
看
做
し
得
べ
合
g

の
は
千
九
酉
年
の
獨 

逸
民
法
と
千
九
百
十
二
年
よ
W
實
施
さ
，る
べ
み
瑞
西

の

民

法

と

亿

多

少

社

會

1

六
四

政
策
的
規
觉
を
加
味
し
把
る
ぬ
の
豸
の
に
し
て
說
.
に
.
0
ホ
の
民
法
は
最
洛
非 

社
會
政
策
的
な
n
y日
本
の
民
法
は
往
昔
の
#

憤
的
社
#
政
策
を
悉
く
除
去
せ 

る
务
夫
れ
に
代
る
ベ
合
新
ら
し
き
政
策
を
加
へ
ず 

余
は
本
日
如
何
な
る
點
に
於
て
秕
會
改
策
的
規
定
を
要
す
る
か
の
顼
目
の 

む
を
擧
げ
ん
と
欲
す
此C

C

的
に
最
8

便
宜
な
る
分
類
法
と
し
て
余
は
私
法
を 

分
ち
て(

1
)

專
ら
人
^
關
ず
る
法
律
、(

1
1
)

專
5
法
人
.
'及
画
體
に
關
す
る
法 

(

三〕

專
ら
'財
產
に
關
す
る
法
律
と
な
す
先
、、つ-人
に
關
す
る
私
法
中
民
法 

親
族
篇
た
就
き
て
，諭
せ
ば(

1
〕

家
族
制
度(

相
繚
、養
を
¥
.、0

1
)

婚
姻
制
度 

(

妻
の
地
設
ン
離
緣
等)

、0
ーー

)

親
族
關
係(

親
樯
、親
の
義
務
、私
生
子
、
扶
養
の 

霧

、栩
縝
、家
督
相
敏
-遺
産
相
敏
、1

子
相
縝
制
、
均
分
相
織
制
1
遺
言
効
力 

の
範
園
等)

、C

四
M

產
制
度(

苐
柙
を
評
さ
V'
る
世
龍
財
產〕

等
亿
員
し
^

#
 

政
策
的
規
定
を
要
す
る
§
の
無
數
な
9
又
法
人
及
圍
體
に
關
す
る
法
#
巾
外 

部
it
M

T
る
.關
係
■

(

他
を
壓
倒
す
る
ト
ラ
ス
ト
、
力
'ル
テ
ル
の
如
-v
、

〕

と
内 

部
の
關
係C

小
数
者
卽
ち
弱
巷
の
保
護)

に
”

種
々
の
規
定
を
蓼
す
財
罾
法 

は
-

M

を
分
ち
て(

甲)

物
榄
* (

S

倩
權
、C

丙
}'

無
體
財
產
權
と
な
し
得
へ
し 

無
體
財
產
榄
と
は
蓊
作
權
*
特
許
權
*
意M

權
等
の
謂
に
し
て
铎
等
に
關
す 

る
規
定
は
社
#
政
策
と
密
接
の
關
係
を
有
す
例
へ
ば
箸
作
檣
の
認
め
方
は
文 

士
等
亿
大
な
る
影
響
を
與
ふ
る
が
如
し
次
に
物
權
は
社
會
政
策
上
の！

大
問 

題
な
9
社
脅
主
義
潘
は
所
翁
襁
を
認
め
ず
然
爪
ど
H
-琨
今
の
社
#
は
私
翁
財 

產
制
度
の
上
に
立
つ
を
以
て
地
上
權
筚
に
於
て
弱
者
を
保
護
す
る
諸
種
の
規 

定
を
要
す
又
措
榄
法
は
自
由
契
約
を
原
則
と
な
せ
ど
祺
赞
は
此
原
则
を
漉
用

165

L
難
さ
點
ぁ
9
て
弱
者
保
護
上
二
三
の
規
定
を
設
く
刹
息
制
限
法
は
其1

例 

な
り
我
^
に
於
て
は
此
制
限
法
W
#.
錢
の
贷
借
の
む
に
適
用
さ
る
.
名
獨
迆 

に
て
は
其
應
用
擴
し
各
種
の
契
約
中
傭
用
^
^
は
無
産
者
に
取
リ
て
は
最
名 

m
嬰
な
る
*
の
な
れ
ど
我
民
法
に
は
被
鹿
人
に
關
し
て
何
等
の
規
定
な
L
貸 

借
契
約
に
旅
て
贷
借
人
は
射
者
な
る
*
其
保
護
に
關
す
る
規t

疋
は
我
私
法
に 

は
少
な
、.し
運
送
保
險
契
約
に
關
1
て
8
大
祺
業
家
が
弱
者
を
M
fl
J
す
る
こ
と 

を
防
f
規
足
少
な
1
灭
大
祺
燊
家
が
顧
客
及
ぴ
第
三
者
亿
對
す
る
蜜
：任
に
關 

す
る
规
足
^
^
し
祺
業
主
が
使
用
人
に
徵
す
る
貴
任
亿
關
す
る
規
宠
は
工
場 

法
に
/

1

條
あ
る
の
W
な
リ
要
す
る
に
H
本
に
於
て
は
人
命
を
輕
視
す
る
傾
向 

凑
り
裁
判
官
は
社
#
政
策
的
體
度
を
以
て
訴
訟
を
審
判
す
る
を
要
す 

我
國
の
裁
判
は
多
額
の
费
用
を
要
す
る
の
む
な
ち
ず
^
事
卷
主
義
及
辯
論 

主
栽
を
棟
れ
る
を
以
て
弱
者
に
は
不
便
多
し
社
會
政
策
學
會
は
f

保
險
の 

如
さ
鄱
け
る
餅
を
諭
せ
ず
目
下
鯧
眉
の
⑻
^
な
る
民
祺
訴
訟
法
.の
改
善
を
討 

讅
す
べ
し米

穀
問
題
と
社
會
問
題 

律
村
秀
秘
氏

最
近
に
於
け
る
社
會
の
最
§
莪
し
务
現
象
《
#
^
5の
騰
貴
な
り
物
價
の
騰 

貴
は
主
と
L
て
食
物
の
騰
貰
IZ
I
て
食
物
の
騰
資
は
米
穀
の
騰
成
頁
を
意
味
亨 

過
去
四
十
年
間
亿
米
價
は
四
倍
せ
リ
B
本
人
の
食
物
中
R
て
最
$
重
要
な
る 

も
の
は
^
穀
な
る
がa

本
に
產
ず
る
米
穀
は
不
足
に
し
て
平
年
な
れ
、U
每
年 

三
四
百
萬
石
の
孙
阈
米
.の
輸
入
を
要
ず
南
i

f
と
日
本
米
と
は
質
を
異
に
す

雜

錄

る
を
队
て
日
本
人
は
南
京
米
を
代
用
す
る
と
と
を
好
S
ず
日
本
人
の
B
本
米 

に
對
す
る
執
着
心
は
甚
だ
强
I
又
其
他
の
件
國
米
同
榡
の
理
由
に
因
9
之
を 

代
用
品
と
な
す
こ
と
を
得
ざ
る
の
み
な
ち
ず
日
本
米
を
外
國
R
移
植
す
る
こ 

と
を550.

不
可
能
な
y
因
是
H
本
人
は
世
界
共
通
の
食
物
を
用
ゆ
べ
I
と
論
ず 

る
^
®の
為
a
ど

之

は

言

に
 ̂

^
^
て
行
ふ
に
難
し
海
外
出
稼
八
の
二
三
^
中 

亿
歸
國
す
る
は
日
本
に
歸
へ
れ
ば
米
飯
を
食
し
得
る
と
云
ふ
こ
と
が
糙
か
亿 

堂
な
る
原
因
の
一
な
り

日
本
は
富
國
に
非
ざ
る
を
以
て
貧
富
の
懸
：隔
甚
だ
L
か
ち
ず
然
れ
ど
$
典 

懸
隔
の
生
じ
つ 

> 凑
る
は
3|
?
實
な
リ
日
淸
戰
爭
前
と
日
露
戦
爭
後
と
は
富
の 

集
中
亿
甚
だ
し
さ
懸
隔
^
リ
若
し
當
今
發
生
し
つ
ゝ
^
る
大
富
.
#
が
米
穀
の 

買\

を
企
て
な
ば
由
々
敷
大
银
な
ち
ん
又
来
國
の
大
富
發
が
我
國
It
於
け
る 

米
穀
と
食
物
問
題
と
の
關
係
を
#
究
し
米
穀
が
最
名
買
/,
に
遜
せ
る
と
と
を 

發
見
し
置
/
を
開
始
せ
ざ
る
と
场
計
9
難
し
左
な
会
だ
に
自
然
的
R
®

せ 

ざ
る
を
得
ざ
る
運
命
を
葙
T
る
米
價
が
A
意
的
に
更
に
暴
騰
せ
し
め
ち
る
> 

It
至
ち
ば
我
國
民
は
！I

れ
む
べ
合
狀
滕
亿
陷
リ
米
穀
の
不
足
は
體
質
R
影
響 

を
與
へ
延
い
て
諸
種
の
社
會
問
題
を
惹
起
す
る
亿
至
ち
ん

ff
l

政

の

心

®

神

戸

正

雄

氏

余
が
此
論
題
を
报
げ
た
る
理
由
は
倫
理
的
財
政
策
の
硏
罾
は
在
る
«
心
理
的 

考
资
を
試
み
る
§
の
尠
な
き
故
一
方
亿
於
て
は
多
少
此
種
の
學
理
的
硏
突
を 

な
し
夂
他
方
亿
は
現
今
の
爝
狒
に
依
リ
て
生
ず
る
弊
害
を
如
何
R

1
て
矮
IE

.

1

六

玉

^
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66
せ
ん
か
の
實
際
問
題
を
俯
$

せ
ん
が
.爲
な
リ.

抑
$
心
理
擧
上
よ
9
觀
た
る
財
政
問
題
.に(

一； }

財
政
上
の
意
識
作
用
と
、 

0
ー〕

財
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箅
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取
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め
は
意
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作
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爲
無
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作
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終
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稅
の
感
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作
用
を
翁
ず
る
亿
當
9
て
先
ゴ
桃
の
性
質
よ
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飴
め
ん
納
税
者
は
戰
時
稅
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平時桃よ輕
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感
じ
、
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合
稅
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ち
し
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桃
よ
り
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糊
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桄
よ
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税
1
直
接
桃
よ
0

8
、
收

入

親

を

收

出

稅

よ

リ

终

、
，富 

發
就
を
勤
黎
桃
よ
リ
劣
、
享
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を
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よ
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侈
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桃
よ
り
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ず
る
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を
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ず
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ぜ
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囘
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課
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は
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囘
の
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桃
よ
リ
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農
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囘
糊
務
官
と
交
渉
す
る
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要
す
る
桃
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渉
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す
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蜇
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猫
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又
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蜇
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又
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す
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す
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濟
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茛
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右
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右
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に
て
經
濟
原
論
、
經
濟
政
策
、
社
會
主
義
等
の
講
義
を
擔 

任
せ
る
：ゾ
ィ
ル
ブ
一
フ
ン
ト
敎
授
は
過
般
來
朝
東
京
に
滯
在 

し
て
我
_

の
農
業
信
用
組
合
の
調
查
に
従
事
せ
ら
れ
つ
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ぁ
6

し
胗
先
用
下
旬
開
催
の
社
會
政
策
會
例
會
に
岀
席
後
'• 

苋
都
に
行
き
其
後1

一
三
の
都
市
を
遊
歷
し
て
本
月
中
に
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英
領
印
度
に
向
け
出
發
^

る
、
と
云
分
同
敎
授
は
以
前
哲 

學
を
專
攻
せ
ら
れ
祀
る
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其
後
經
濟
學
將
究
に
身
を
委
ぬ
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る
に
至
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杧̂
6

と
今
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の
來
朝
に
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夫
人
名
同
伴
せ
る
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名
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る
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京
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商
業
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擔
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濟
史
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せ
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濟
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